
　

開始年度 43

④
経
　
費

財
源
内
訳

※「財源内訳」について

↑どちらかを
チェックしてください

「実績」
拡大図る

将来目標

100

「実績」
縮小図る

21

100

単位

％

施設

目標値 98

0

H28目標値

1 1

Ｈ 26 Ｈ 27

2,900

27 H28見込み 将来目標単位 Ｈ 26 Ｈ

・指定管理者からの連絡及び施設点検等により、①修繕等の必要箇所を特定し②予算の効果的な活用を図るために優先順位をつけ③予算化し、修繕等を実施す
る。
・大規模児童クラブ（70人超）の解消などを目的に、新規施設を設置する。
・施設における専用区画の面積を、児童1人につきおおむね1.65㎡以上とする基準を満たすため、新規施設の設置及び既存施設の増築等を行う。
・老朽化が著しい施設について、施設整備を検討し、実施する。

基本
方針

19,797

0 0 0

018,782

26,046

5,476

根拠法令

目的（どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に）

決　　　算　（見込み含む）

人）人） （ 0.00

平成28年度のみ、当初予算
の内訳となっています。

2998-9103
担
当
部
課

②
事
　
業
　
の
　
概
　
要

関連・類似事業

児童福祉法／所沢市立児童クラブ条例／所沢市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例

部課コード 070400 ℡

法定受託＋附加

事業コード
児童クラブ施設整備事業

平成 28年度事務事業評価表（一般用）　　　　　

070404

①事務事業名

終了年度 年度

青少年課

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 放課後児童対策グループ

放課後児童健全育成事業

■ □ □

年度

31

→

事業の種別

子ども支援節

自治事務 法定受託事務

事業開始の背景

分野別計画・指針 所沢市放課後児童対策実施方針

保護者の就労等により放課後の児童の安全・安心な家庭に替わる生活の場として児童クラブ施設の設置の必要性から既存施設の老朽化や衛
生的で安全な施設の整備が求められてきた。
平成27年4月に児童福祉法が改正され、対象児童が小学6年生までに拡大された。また、「所沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例」を制定した。

総合計画の体系 章 健康・福祉 子どもの育成支援の充実

施設

施設

事業の具体的な内容及び実施方法

平成 26年度対象（誰を、何を対象としているのか）

対象数
年度

単位

38,650

（非常勤特別職員）　　　　（臨時的任用職員）

児童クラブ施設 平成

0.00

③
事
　
業
　
の
　
内
　
容

放課後児童に対し、授業の終了後や長期学校休業日に適切な遊びや生活の場を提供するために、児童クラブ施設を整備する。

予算現額

27

その他（　　　　　　　　　　） ）

31

44,828

人） （

0.82人 7,101

≪会計種別≫ 一般会計

国・県支出金

34,476

一般財源

平成 26 年度

(

28

0.00

30,439

（ 0.00

27 年度平成

4,448

（千円） 年度 （千円）

19,797

30,028 37,727

（千円） 平成

施設

事業費合計

正規職員人件費

人）

0.51人

施設修繕件数 年間施設修繕件数 22

どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています

 
 
⑥
成
果

75

⑤
実
績

項目名 項目説明

活動実績

施設新設・建替件数 年間施設新設・建替件数

％ 達成率 86 72

　 項目名 項目説明

成果指標
児童クラブ人数の適正化率
（大規模児童クラブの解消
率)

継続

・平成29年度の施設整備の実施に向けて、関係機関と調整を図り、事前準備を進める。
・施設の老朽化に対し、指定管理者との連携を密に図り、効率的な修繕を進める。

98

実 績 84 71

70人以下の児童クラブ/全児童クラブ数
*100

目標達成状況

現状
維持

その
他

拡大 縮小

⑦
改
善
点

⑧
評
　
　
　
　
価

評
価

今
後
の

方
向
性

事業実施方法
(複数選択可）

青少年課長　森田　茂明

終了

次年度予算

評価日 H28.8.19 評価者職氏名

理由
・大規模児童クラブの解消と、児童１人当たりの専用区画面積1.65㎡を確保す
るため。
・老朽化が著しい施設が多くあり、順次対応する必要があるため。

⑨
環境
影響

有益な
環境影響

有害な環境影響
を及ぼす原因活動

現状
維持

理由 ・複数の施設を整備する必要があるため。拡大 縮小

無

無
改修・整備に係る工事等

規制を受ける環境法令等

緊急事態

(2)今後の方向性

「所沢市放課後児童対策実施方針」に従い、大規模児童クラブの解消と児童
1人当たり面積1.65㎡の確保に向けた施設整備を実施していく。併せて、老朽
化の著しい児童クラブ施設について、施設整備を進める。

・平成28年3月、「所沢市放課後児童対策実施方針」を策定し、放課後児童クラブ施設整
備における基本方針を定め、これからの施設整備の方向性を明らかにした。
・第二所沢児童クラブ敷地内に新たなクラブ室を増築し、児童の受け入れ数を拡大し
た。

(1)平成27年度中に改善した点（改善内容・その結果について記載してください） (2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析

・第二所沢児童クラブの敷地内に新たなクラブ室を増築したものの、他の多く
の児童クラブにおいて、入所を希望する児童が大幅に増加している。

(1)平成２８年度に取り組んでいる状況

改善・
効率化


